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過労死等の労災補償状況（令和６年度）の訂正について 

 

令和７年７月 11日に公表しました標記について、誤りがありましたので訂

正いたしました。ご利用者の方々にはご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【照会先】         

労働基準部労災補償課   

電話 045（211）7355   



 

１ 

 

訂  正  版 

令和７年７月 11 日 

神 奈 川 労 働 局  

 

過労死等の労災補償状況（令和６年度） 

 

令和６年度の過労死等（※１）の労災補償状況を取りまとめましたので公表します。 

１ 脳・心臓疾患の労災補償状況（別添資料 1-1～5） 

(1) 請求件数     79件（前年度比 －7件） 

 (2) 支給決定件数（※２） 14件（前年度比 －2件） 

業 種 別 「運輸業・郵便業」が 6件で最多 

職 種 別 「輸送・機械運転従事者」が 6件で最多  

年 齢 別 「50～59歳」が 5件で最多 

時間外労働時間数別 「80時間以上～100時間未満」が 6件で最多 
 

２ 精神障害の労災補償状況 （別添資料 2-1～6） 

(1)  請求件数   299件（前年度比 ＋46件） 

 (2) 支給決定件数 103件（前年度比 ＋53件） 

業 種 別 「医療・福祉」が 39件で最多 

職 種 別 「専門的・技術的職業従事者」が 29件で最多 

年 齢 別 「40～49歳」が 31件で最多 

出来事別  「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメ

ントを受けた」が 22件で最多 
 

※１ 「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第 2 条において、「業務における過重な負荷による脳血

管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因

とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」と定義さ

れています。 

※２ 支給決定件数は、令和６年度中に「業務上」と認定した件数で、令和５年度以前に請求があったものを

含みます。 

 

 

 

                             【照会先】 

                              労働基準部労災補償課 

                               電話  045(211)7355 

                                                                



（資料１－１）

表１－１　脳・心臓疾患の労災補償状況

（件）

請求件数（神奈川） 56 56 65 86 79

決定件数（神奈川） 53 41 40 63
70

うち支給決定件数 17 9 18 16 14

（認定率） （32.1%） （22.0%） (45.0%) (25.4%)
（20.0%）

請求件数（全国） 784 753 803 1023 1030

決定件数（全国） 665 525 509 667
783

うち支給決定件数 194 172 194 216 241

（認定率） (29.2%) (32.8%) (38.1%) (32.4%)
(30.8%)

図１－１　脳・心臓疾患の労災請求・決定件数の推移（神奈川局）

令和３年度

   　2　支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数である。

令和２年度 令和６年度

注）1　決定件数は、当該年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
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（資料１－２）

表１－２　業種別支給決定件数一覧（脳・心臓疾患）

（件）

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度

農 業，林 業、漁 業、鉱 業，
採 石 業 ， 砂 利 採 取 業

0 0 5 5

製 造 業 0 0 16 24

建 設 業 1 0 23 16

運 輸 業 ， 郵 便 業 6 6 75 88

卸 売 業 ， 小 売 業 4 3 29 20

金 融 業 ， 保 険 業 0 0 0 1

教 育 ， 学 習 支 援 業 0 0 5 2

医 療 ， 福 祉 2 0 10 10

情 報 通 信 業 0 0 4 6

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 1 3 25 28

その他の事業（上記以外の事業） 2 2 24 41

合 計 16 14 216 241

注）   業種については、「日本標準産業分類」により分類している。

図１－２　業種別支給決定件数構成比（脳・心臓疾患）

　　　　　　　　　   脳・心臓疾患（神奈川局） 　脳・心臓疾患（全国）

脳・心臓疾患（神奈川） 脳・心臓疾患（全国）　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
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（資料１－３）

表１－３　職種別支給決定件数一覧（脳・心臓疾患）

（件）

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度

専門的 ・技術的職業従事者 1 0 22 32

管 理 的 職 業 従 事 者 1 0 21 24

事 務 従 事 者 3 0 10 12

販 売 従 事 者 3 1 19 17

サ ー ビ ス 職 業 従 事 者 2 4 29 34

輸 送 ・ 機 械 運 転 従 事 者 4 6 67 75

生 産 工 程 従 事 者 0 0 11 15

その他の職種（上記以外の職種） 2 3 37 32

合 計 16 14 216 241

注）　職種については、「日本標準職業分類」により分類している。

図１－３　職種別支給決定件数構成比（脳・心臓疾患）

　　　　　　　　　　　　脳・心臓疾患（神奈川局） 　　脳・心臓疾患（全国）
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（資料１－４）

表１－４　年齢別支給決定件数一覧（脳・心臓疾患）

（件）

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度

２９歳以下 0 0 2 0

３０～３９歳 2 1 11 8

４０～４９歳 3 4 53 60

５０～５９歳 9 5 96 129

６０歳以上 2 4 54 44

合　　　計 16 14 216 241

図１－４　年齢別支給決定件数構成比（脳・心臓疾患）

　　　　　　　　　　　脳・心臓疾患（神奈川局） 　　　　　 脳・心臓疾患（全国）
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（件数）

時間外労働時間

内死亡 内死亡

45時間未満 0 0 0 0

45時間以上～60時間未満 0 0 1 0

60時間以上～80時間未満 1 0 46 15

80時間以上～100時間未満 6 2 80 26

100時間以上～120時間未満 4 1 40 5

120時間以上～140時間未満 2 0 21 5

140時間以上～160時間未満 0 0 10 3

160時間以上 0 0 16 3

合計 13 3 214 57

注)　本表は、支給決定事案のうち、「異常な出来事への遭遇」又は「短期間の過重業務」を
　　　除くものについて分類している。

（資料１－５）

表１－５　　　　脳・心臓疾患の時間外労働時間数（１か月平均）別支給決定件数

令和６年度

神　奈　川 全　　　　　　国

6



（資料２－１）

表２－１　精神障害の労災補償状況

（件）

158 171 195 253 299

152 156 157 204 268

うち支給決定件数 44 43 44 50 103

（認定率） （28.9%） （27.6%） (28.0%) (24.5%) (38.4%)

9 12 11 10 11

7 15 11 9 12

うち支給決定件数 2 6 6 3 4

（認定率） （28.6%） （40.0%） (54.5%) (33.3%) (33.3%)

2051 2346 2683 3575 3780

1906 1953 1986 2583 3494

うち支給決定件数 608 629 710 883 1055
（認定率） (31.9%) (32.2%) (35.8%) (34.2%) (30.2%)

155 171 183 212 202

179 167 155 170 215

うち支給決定件数 81 79 67 79 88

（認定率） （45.3%） （47.3%） (43.2%) (46.5%) (40.9%)

図２－１　精神障害の労災請求・決定件数の推移（神奈川局）
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注）1　決定件数は、当該年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
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（資料２－２）

表２－２　業種別支給決定件数一覧（精神障害）

（件）

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度

農 業，林 業、漁 業、鉱 業，
採 石 業 ， 砂 利 採 取 業

1 0 10 8

製 造 業 7 10 121 161

建 設 業 8 6 82 81

運 輸 業 ， 郵 便 業 5 11 101 110

卸 売 業 ， 小 売 業 5 9 103 120

金 融 業 ， 保 険 業 0 1 12 10

教 育 ， 学 習 支 援 業 3 2 22 34

医 療 ， 福 祉 10 39 219 270

情 報 通 信 業 2 4 25 30

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 3 7 49 75

その他の事業（上記以外の事業） 6 14 139
156

合 計 50 103 883
1055

注） 　業種については、「日本標準産業分類」により分類している。

図２－２　業種別支給決定件数一覧（精神障害）

　　　　　　　　　　　    精神障害（神奈川局） 　　　　　　　精神障害（全国）
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（資料２－３）

表２－３　職種別支給決定件数一覧（精神障害）

（件）

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度

専 門 的 ・ 技 術 的 職 業 従 事 者 10 29 259 300

管 理 的 職 業 従 事 者 3 4 52 67

事 務 従 事 者 14 15 154 160

販 売 従 事 者 4 8 78 98

サ ー ビ ス 職 業 従 事 者 7 21 126 182

輸 送 ・ 機 械 運 転 従 事 者 5 5 65 69

生 産 工 程 従 事 者 1 9 74 102

その他の職種（上記以外の職種） 6 12 75 77

合 計 50 103 883 1055

注）　職種については、「日本標準職業分類」により分類している。

図２－３　職種別支給決定件数一覧（精神障害）
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（資料２－４）

表２－４　年齢別支給決定件数一覧（精神障害）

（件）

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度

２９歳以下 11 25 213 251

３０～３９歳 8 22 203 245

４０～４９歳 11 31 239
283

５０～５９歳 19 19 190 225

６０歳以上 1 6 38 51

合　　　計 50 103 883
1055

図２－４　年齢別支給決定件数構成比（精神障害）

　　　　　　　　　　精神障害（神奈川局） 　　　　　　　　　　精神障害（全国）
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（件数）

内自殺 内自殺

20時間未満 0 0 49 4

20時間以上～40時間未満 0 0 43 3

40時間以上～60時間未満 4 0 70 13

60時間以上～80時間未満 5 2 52 8

80時間以上～100時間未満 3 0
48

9

100時間以上～120時間未満 7 1 74 19

120時間以上～140時間未満 5 0 35 5

140時間以上～160時間未満 1 0 24 2

160時間以上 2 0 45 8

その他 76 1 615 17

合計 103 4
1055

88

注） 　「その他」の件数は、出来事による心理的負荷が極度であると認められる事案等、
　　　  労働時間を調査するまでもなく明らかに業務上と判断した事案の件数である。

（資料２－５）

表２－５　　　　精神障害の時間外労働時間数（１か月平均）別支給決定件数

時間外労働時間

令和６年度

神　奈　川 全　　　　　　国
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